
津市訓令第４４号 
庁中一般  
出先機関  

津市支所及び出張所処務規程及び津市事務専決規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。 
 平成１８年９月２９日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
   津市支所及び出張所処務規程及び津市事務専決規程の一部を改正する訓 
   令 
 （津市支所及び出張所処務規程の一部改正） 
第１条 津市支所及び出張所処務規程（平成１８年津市訓令第１号）の一部を

次のように改正する。 
  別表第１久居総合支所の表福祉課の部高齢・障がい担当の項中第１４号を

削り、第１５号を第１４号とする。 
  別表第１河芸総合支所、芸濃総合支所、美里総合支所、安濃総合支所、香

良洲総合支所、一志総合支所、白山総合支所及び美杉総合支所の表市民福祉

課の部福祉担当の項中第３０号を削り、第３１号を３０号とする。 
  別表第６久居総合支所の表福祉課の項中 

  20 自立支援給付に関する報告等に関

すること。 
 〇    

 21 障害福祉サービス受給者証、身体

障害者受給者証及び知的障害者受給

者証の交付に関すること。 

 〇    

 22 障害福祉サービスの支給量の変更

に関すること。 
 〇    

 23 介護給付費等の支給の申請の受付

及び調査指導等に関すること。 
 〇    

 24 自立支援医療費の支給の申請の受

付及び調査指導等に関すること。 
 〇    

 25 補装具の交付又は修理及び補装具

の購入又は修理に要する費用の支給

に関すること。 

 〇    

 26 補装具の交付又は修理の委託に関  〇    

「 



すること。 
 27 日常生活用具の給付又は貸与の委

託に関すること。 
 〇    

 28 障害福祉サービス事業その他の事

業又は身体障害者更生援護施設及び

知的障害者援護施設の利用のあっせ

ん、調整又は要請に関すること。 

 〇    

 29 施設支給決定身体障害者又は施設

支給決定知的障害者の障害程度区分

の変更の決定に関すること。 

 〇    

 30 更生訓練費又は物品の支給に関す

ること。 
 〇    

 31 施設訓練等支援費等の支給に関す

る必要な事項の文書の提出等に関す

ること。 

 〇    

」
 を 
「   20 自立支援給付（療養介護医療費及

び 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 を 除

く。）に係る申請の受付及び調査指

導等に関すること。 

 〇    

 21 自立支援給付（療養介護医療費及

び 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 を 除

く。）の支給決定の変更に関するこ

と。 

 〇    

 22 地域生活支援事業に係る申請の受

付及び調査指導等に関すること。 
 〇    

 23 地域生活支援事業に係る利用決定

の変更に関すること。 
 〇    

 24 障害福祉サービス受給者証等の交

付に関すること。 
 〇    

 25 障害福祉サービス事業その他の事

業又は身体障害者社会参加支援施設

の利用のあっせん、調整又は要請に

関すること。 

 〇    

 に、「32 難病患者等日常生活用具給付事業」を「26 難病患者等日常生
」



活用具給付事業」に改め、 
 33  手話通訳者等の派遣に関するこ

と。 
 〇    「 

 を削り、「34 介護保険被保険者証」を「27 介護保険被保険者証」に、

「35 介護保険被保険者証」を「28 介護保険被保険者証」に、「36 介

護保険資格者証」を「29 介護保険資格者証」に、「37 介護保険第１号

被保険者」を「30 介護保険第１号被保険者」に、「38 介護保険第１号

保険料」を「31 介護保険第１号保険料」に、「39 介護保険第１号保険

料」を「32 介護保険第１号保険料」に、「40 介護保険第１号保険料」

を「33 介護保険第１号保険料」に、「41 国民健康保険被保険者」を

「34 国民健康保険被保険者」に、「42 国民健康保険被保険者証」を

「35 国民健康保険被保険者証」に、「43 国民健康保険料」を「36 国

民健康保険料」に、「44 国民健康保険料」を「37 国民健康保険料」に、

「45 国民健康保険料」を「38 国民健康保険料」に、「46 国民健康保

険料」を「39 国民健康保険料」に、「47 国民健康保険料」を「40 国

民健康保険料」に、「48 福祉医療費」を「41 福祉医療費」に、「49 

」

 福祉医療費」を「42 福祉医療費」に、「50 老人保健医療受給者」を

「43 老人保健医療受給者」に、「51 老人保健医療」を「44 老人保健

医療」に、「52 老人保健医療費等」を「45 老人保健医療費等」に改め

る。 
別表第６河芸総合支所、芸濃総合支所、美里総合支所、安濃総合支所、香 

良洲総合支所、一志総合支所、白山総合支所及び美杉総合支所の表市民福祉 

課の項中 
「   33 自立支援給付に関する報告等に関

すること。 
 〇    

 34 障害福祉サービス受給者証、身体

障害者受給者証及び知的障害者受給

者証の交付に関すること。 

 〇    

 35 障害福祉サービスの支給量の変更

に関すること。 
 〇    

 36 介護給付費等の支給の申請の受付

及び調査指導等に関すること。 
 〇    

 37 自立支援医療費の支給の申請の受

付及び調査指導等に関すること。 
 〇    

 38 補装具の交付又は修理及び補装具  〇    



の購入又は修理に要する費用の支給

に関すること。 
 39 補装具の交付又は修理の委託に関

すること。 
 〇    

 40 日常生活用具の給付又は貸与の委

託に関すること。 
 〇    

 41 障害福祉サービス事業その他の事

業又は身体障害者更生援護施設及び

知的障害者援護施設の利用のあっせ

ん、調整又は要請に関すること。 

 〇    

 42 施設支給決定身体障害者又は施設

支給決定知的障害者の障害程度区分

の変更の決定に関すること。 

 〇    

 43 更生訓練費又は物品の支給に関す

ること。 
 〇    

 44 施設訓練等支援費等の支給に関す

る必要な事項の文書の提出等に関す

ること。 

 〇    

」
 を 

  33 自立支援給付（療養介護医療費及

び 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 を 除

く。）に係る申請の受付及び調査指

導等に関すること。 

 〇    

 34 自立支援給付（療養介護医療費及

び 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 を 除

く。）の支給決定の変更に関するこ

と。 

 〇    

 35 地域生活支援事業に係る申請の受

付及び調査指導等に関すること。 
 〇    

 36 地域生活支援事業に係る利用決定

の変更に関すること。 
 〇    

 37 障害福祉サービス受給者証等の交

付に関すること。 
 〇    

 38 障害福祉サービス事業その他の事

業又は身体障害者社会参加支援施設

 〇    

「 



の利用のあっせん、調整又は要請に

関すること。 
 に、「45 難病患者等日常生活用具給付事業」を「39 難病患者等日常生

活用具給付事業」に改め、 

」

「  46  手話通訳者等の派遣に関するこ

と。 
 〇    

 を削り、「47 介護保険被保険者証」を「40 介護保険被保険者証」に、

「48 介護保険被保険者証」を「41 介護保険被保険者証」に、「49 介

護保険資格者証」を「42 介護保険資格者証」に、「50 介護保険第１号

被保険者」を「43 介護保険第１号被保険者」に、「51 介護保険第１号

保険料」を「44 介護保険第１号保険料」に、「52 介護保険第１号保険

料」を「45 介護保険第１号保険料」に、「53 介護保険第１号保険料」

を「46 介護保険第１号保険料」に、「54 国民健康保険被保険者」を

「47 国民健康保険被保険者」に、「55 国民健康保険被保険者証」を

「48 国民健康保険被保険者証」に、「56 国民健康保険料」を「49 国

民健康保険料」に、「57 国民健康保険料」を「50 国民健康保険料」に、

「58 国民健康保険料」を「51 国民健康保険料」に、「59 国民健康保

険料」を「52 国民健康保険料」に、「60 国民健康保険料」を「53 国

民健康保険料」に、「61 福祉医療費」を「54 福祉医療費」に、「62 

」

 福祉医療費」を「55 福祉医療費」に、「63 老人保健医療受給者」を

「56 老人保健医療受給者」に、「64 老人保健医療」を「57 老人保健

医療」に、「65 老人保健医療費等」を「58 老人保健医療費等」に改め

る。 
 （津市事務専決規程の一部改正） 
第２条 津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号）の一部を次のように

改正する。 
  別表第２個別専決事項の表健康福祉部の表高齢・障がい福祉課の項中 
「 

  21 介護給付費等の支給の要否の決定

又は支給決定の取消しに関するこ

と。  

   〇  

 22 障害福祉サービス受給者証、身体

障害者受給者証及び知的障害者受給

者証の交付に関すること。 

 〇    

 23 介護給付費等の支給決定の変更に

関すること。 
 〇    



 24  介護給付費等の支給に関するこ

と。 
   〇  

 25  介護給付費等の支払に関するこ

と。 
   〇  

 26 自立支援医療費の支給に関するこ

と。 
   〇  

 27 補装具の交付又は修理及び補装具

の購入又は修理に要する費用の支給

に関すること。 

 〇    

 28 補装具の交付又は修理の委託に関

すること。 
 〇    

 29 日常生活用具の給付又は貸与の委

託に関すること。 
 〇    

 30 障害福祉サービス事業その他の事

業又は身体障害者更生援護施設及び

知的障害者更生援護施設の利用のあ

っせん、調整又は要請に関するこ

と。 

 〇    

 31 施設訓練等支援費の支給に関する

こと。 
   〇  

 32 施設訓練等支援費の支給の要否の

決定に関すること。 
   〇  

 33 施設訓練等支援費の支払に関する

こと。 
   〇  

 34 施設支給決定身体障害者又は施設

支給決定知的障害者の障害程度区分

の変更の決定に関すること。 

 〇    

 35 施設支給決定の取消しに関するこ

と。 
   〇  

 36 更生訓練費又は物品の支給に関す

ること。 
 〇    

 37 施設訓練等支援費等の支給に関す

る必要な事項の文書の提出等に関す

ること。 

 〇    

 38 身体障害者更生施設等への入所の    〇  



要否に係る意見書の交付に関するこ

と。 
」

を 
  21 自立支援給付（療養介護医療費及

び 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 を 除

く。）の支給の要否の決定又は支給

決定の取消しに関すること。 

   〇  

 22 自立支援給付（療養介護医療費及

び 基 準 該 当 療 養 介 護 医 療 費 を 除

く。）の支給決定の変更に関するこ

と。 

 〇    

 23 療養介護医療費及び基準該当療養

介護医療費の支給に関すること。 
   〇  

 24 地域生活支援事業に係る利用の決

定又は利用決定の取消しに関するこ

と。 

   〇  

 25 地域生活支援事業に係る利用決定

の変更に関すること。 
 〇    

 26 地域生活支援事業に係る委託に関

すること。 
   〇  

 27 自立支援給付及び地域生活支援事

業に係る費用の支払に関すること。 
   〇  

 28 障害福祉サービス受給者証等の交

付に関すること。 
 〇    

 29 障害福祉サービス事業その他の事

業又は身体障害者社会参加支援施設

の利用のあっせん、調整又は要請に

関すること。 

 〇    

「 

 に、「39 身体障害者福祉法」を「30 身体障害者福祉法」に、「第３８

条第３項及び第４項及び」を「第３８条第１項、」に、「第２７条並びに」

を「第２７条及び」に、「40 身体障害者福祉法」を「31 身体障害者福

祉法」に、「41 精神障害者」を「32 精神障害者」に、「42 自立支援

医療費（精神通院医療費）の事務に係る」を「33 精神通院医療に係る自

立支援医療費の申請書の」に、「43 精神障害者保健福祉手帳」を「34 

」

 精神障害者保健福祉手帳」に、「44 特別児童扶養手当」を「35 特別児



童扶養手当」に、「45 障害児福祉手当」を「36 障害児福祉手当」に、

「46 障害児福祉手当」を「37 障害児福祉手当」に、「47 重度心身障

害者等介護手当」を「38 重度心身障害者等介護手当」に、「48 重度心

身障害者等介護手当」を「39 重度心身障害者等介護手当」に、「49 難

病患者等ホームヘルプサービス事業」を「40 難病患者等ホームヘルプサ

ービス事業」に、「50 難病患者等短期入所事業」を「41 難病患者等短

期入所事業」に、「51 難病患者等日常生活用具給付事業」を「42 難病

患者等日常生活用具給付事業」に改め、 
 52 次脳機能障害者生活支援事業に係る

申請及び訓練費用の支払に関するこ

と。 

   〇  「 

を削り、「53 障害者小規模作業所」を「43 障害者小規模作業所」に改

め、 

」

 54  手話通訳者等の派遣に関するこ

と。 
 〇    「 

を削り、「55 知的障害者生活ホーム入居委託事業」を「44 知的障害者

生活ホーム入居委託事業」に改める。 

」

   附 則 
 この訓令は、平成１８年１０月１日から施行する。 
 



津市訓令第４５号  
                              庁中一般  
                              出先機関  
 津市職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。  
  平成１８年９月２９日  
  
                      津市長 松 田 直 久  
 
   津市職員服務規程の一部を改正する訓令  
 津市職員服務規程（平成１８年津市訓令第１７号）の一部を次のように改正

する。  
 第１４条の次に次の１条を加える。  
  （酒酔い運転等に係る報告義務）  
第１４条の２ 道路交通法第６５条第１項の規定に違反し、酒酔い運転又は酒

 気帯び運転により、検挙等されたときは、当該職員は、その内容を直ちに酒

 酔い運転等報告書（第９号様式の２）により市長に報告しなければならない。  
  第１５条中「前条第１項」を「第１４条第１項」に改め、「起こした職員」

の次に「及び前条の酒酔い運転又は酒気帯び運転により、検挙等された職員」

を加える。  
  第９号様式の次に次の１様式を加える。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第９号様式の２（第１４条の２関係） 

 

酒酔い運転等報告書 

 

飲 酒 運 転 の 区 分 酒酔い運転 ・ 酒気帯び運転  

酒酔い運転又は酒気帯び運転 

により検挙等された日時 

                      
       年  月  日  午    時   分

                          

前 
後 

酒酔い運転又は酒気帯び運転 

により検挙等された場所 
 

身 体 の 保 有 に 係 る 

ア ル コ ー ル の 程 度 

□呼気０．２５㎎/ℓ 以上 

□呼気０．１５㎎/ℓ 以上０．２５㎎/ℓ 未満 

酒酔い運転又は酒気帯び運転をし、検挙等された状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  上記のとおり       をし、検挙等されましたので報告します。 
酒 酔い運転 

酒気帯び運転 

       年  月  日  
所  属                    

職  名 

氏  名              ○印   



   附 則  
  この訓令は、平成１８年１０月１日から施行する。  
                           







津市告示第４３７号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１２年一志町告示第１４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１８年９月２９日  
                      津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  野田１自治会  
  三重県津市一志町高野５０番地２  
   代表者 山 際 利 己  
２ 変更に係る事項  
 ⑴ 地縁による団体の区域  

 
変更前  

 

会の区域は、一志郡一志町大字高野字野田のうち町道１１

６号線以北、６０番地１から１０３番地２及び、２６０５

番地１から２６０５番地１５、２６０８番地１、２６０８

番地２、字千部３４番地１から５９番地１０までの区域と

する。  
 
 

変更後  
 

会の区域は、津市一志町高野字野田のうち市道１１６号線

以北、６０番地１から１０３番地２及び、２６０５番地１

から２６０５番地１５、２６０８番地１、２６０８番地２、

字千部３４番地１から５９番地１０までの区域とする。  

 ⑵ 事務所の所在地  

変更前  三重県一志郡一志町大字高野５０番地２  

変更後  三重県津市一志町高野５０番地２    

 ⑶ 代表者の住所  

変更前  三重県一志郡一志町大字高野３６番地１８  

変更後  三重県津市一志町高野３６番地１８     

３ 変更の理由及び年月日  
  地縁による団体の区域、事務所の所在地及び代表者の住所が、市町村合併

により平成１８年１月１日に表示変更になったため  



津市告示第４３８号 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平成１８年９月

２９日市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。 

   平成１８年９月２９日 

  

                             津市長 松 田 直 久 

 

1 平成１８年９月２９日議決を経た予算 

平成１８年度津市一般会計補正予算（第２号） 

平成１８年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１８年度津市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

平成１８年度津市一般会計補正予算（第３号） 
 
 























津市告示第４３９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年９月２９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅東公共自転車等駐車場及びセンターパレス       

２ 撤去した年月日 平成１８年９月２９日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４４０号  
 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。  
  平成１８年９月２９日  

 
                  津市長   松 田 直 久  

 
指定した業者  

業  者  名  所      在      地  指     定     期     間  

有限会社鈴木設備  津市八幡町津１８７番地  
平 成 １ ８ 年  ８ 月  １ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで 

大久保設備  松阪市光町３６番地１１  
平 成 １ ８ 年  ８ 月  １ 日 か ら

平成２２年   ３月３１日まで  

中部企業株式会社  津市安濃町草生１９２番地  
平成１８年  ８月１６日から

平成２２年   ３月３１日まで 

 
 
                                          



津市告示第４４１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅、津新町駅及び久居駅（放置禁止区

域）                           

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月３日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４４２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津新町駅及び久居駅（放置禁止区域）        

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月４日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４４３号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅及び久居駅（放置禁止区域）              

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月５日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４４４号 
   地方自治法（昭和２２年法律弟６７号）第２６０条の２第１項の規定により、 

地縁による団体を次のとおり認可したので、同条第１０項の規定により次のと 
おり告示する。 
  平成１８年１０月６日 

津市長 松 田 直 久 
１ 名称 
  地縁団体 森垣内 

  ２ 規約に定める目的 
    本会は、良好な地域社会の維持、形成に資することを目的とし、以下に掲げる

地域的な共同活動を行う。 
   （１）区域内住民相互の連絡                

（２）美化・清掃等区域内の環境の整備 
   （３）集会施設・墓地施設等の維持管理 
   （４）森垣内所有資産の維持管理 
  ３ 区域 
    本会の区域は、津市森町５７番地から６６７番地１０までとする。 
  ４ 事務所 
    三重県津市森町１１７番地 
  ５ 代表者の氏名及び住所 
    牛 場 廣 志 
    津市森町１１７番地 
  ６ 裁判所による代表者の職務執行者の停止の有無ならびに職務代行者の選任の

有無 
    なし 
  ７ 代理人の有無 
    なし 
  ８ 規約に定める解散の事由 
    本会は、地方自治法第２６０条の 2 第１５項において準用する民法第６８条第

１項第３号および第４号ならびに第２項の規定により解散する。 
総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得なけ

ればならない。 
 ９ 認可年月日 
   平成１８年１０月６日 
 
 



津市告示第４４５号  
 下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。  
  平成１８年１０月６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
記  

 
 国民健康保険被保険者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

０９２６８７３  平成１７年１０月 １日  平成１８年 ９月 １日  

２１０１６０３  平成１８年 ３月 1 日  平成１８年 ９月 ５日  

０４６０４３６  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ９月 ８日  

０３１７０４０  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ９月１０日  

０３６６３５１  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ９月２６日  

０５６９２７７  平成１７年１０月 1 日  平成１８年 ９月２７日  

２１５３５４７  平成１８年 ３月 1 日  平成１８年 ９月２７日  

 
 国民健康保険高齢者受給者証  

記号番号  交付年月日  無効となった日  

２１０１６０３  平成１８年 ３月 1 日  平成１８年 ９月 ５日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





津市告示第４４７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月１０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅、津新町駅及び久居駅（放置禁止区域）          

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月１０日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４４８号  

三重県屋外広告物条例（昭和４１年条例第４５号）第１９条の２第１項の規

定により、下記のとおり広告物又は掲出物件を保管したので、同条第２項の規

定により告示する。  

平成１８年１０月１１日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

１   保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量  

はり札等  ４３枚  

立看板等    ２５枚  

２   保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所  

高茶屋小森町地内他（国道２３号周辺及び主要幹線道路）  

３   広告物又は掲出物件を除去した日  

平成１８年９月５日から２５日まで  

４   保管した広告物又は掲出物件の返還に関する事項  

返還を希望する者は、次の申出先に申し出るものとする。  

（申出先）  

津市建設部道路維持課  

津市高茶屋小森上野町１１８５番地１ 津市相川建設作業事務所  

電話番号 ０５９－２３５－５６５５  

 



津市告示第４４９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月１１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び久居駅（放置禁止区域）            

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月１１日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４５０号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月１２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅及び津駅（放置禁止区域）             

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月１２日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 

















津市告示第４５２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月１３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅、久居駅（放置禁止区域）及び結城

町地内                          

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月１３日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４５３号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月１６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津新町駅（放置禁止区域）及びアスト公

共自転車等駐車場                     

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月１６日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市告示第４５４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年１０月１７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅、津駅（放置禁止区域）及び津新町駅南第

三公共自転車等駐車場                    

２ 撤去した年月日 平成１８年１０月１７日  
３ 保管期間 撤去日より６月間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

 



津市公告第１２９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年９月２９日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年９月２２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市一身田平野字平野５１３ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市栗真中山町１９０ 

  株式会社トップハウス 

  代表取締役 浪岡 昭 

                   



津市公告第１３０号  
 津市農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条

第１項の規定により、次のとおり公告する。  
  平成１８年９月２９日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
１ 変更の内容  
  農地から農業用施設用地への変更  
２ 変更場所  

土 地 の 所 在  用 途 区 分  

大 字  字  地 番  
面 積  

変更前  変更後  

高野尾町  寺谷  ５９４８番 ３４６㎡  
うち 200 ㎡  

農地  農業用施

設用地  

芸濃町椋本  川原  ６５９２番 ３，８７４㎡  
うち 61.75 ㎡  

農地  農業用施

設用地  

芸濃町椋本  百々  ７０３５番 ７６２㎡  
うち 673.84 ㎡

農地  農業用施

設用地  

芸濃町椋本  塚田  ７０８３番 １，３８０㎡  
うち 615.75 ㎡

農地  農業用施

設用地  

美里町高座

原  
北子  １９５６番 ３５３㎡  

うち ８８㎡  
農地  農業用施

設用地  

美里町高座

原  
中瀧  ２０６７番 ４８２㎡  

うち 284 ㎡  
農地  農業用施

設用地  

美里町穴倉  百刈  ３００９番 ５６９㎡  

 

農地  農業用施

設用地  

一志町高野  小牧  ２２５０番

１  
１，３９５㎡  農地  農業用施

設用地  

一志町高野  小牧  ２２５１番 １，４８３㎡  

 

農地  農業用施

設用地  

白山町佐田  中縄手  ３２９８番 １，５３８㎡  
うち１８８㎡  

農地  農業用施

設用地  

 



津市公告第１３１号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年１０月２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年 ９月２９日  
２ 抑留期間 平成１８年１０月 ４日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

河芸町  ラ ブ ラ

ドール

黒  オス  大  不明   

 
３ 公示期間 平成１８年１０月２日から平成１８年１０月４日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第１３２号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年１０月４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年１０月 ２日  
２ 抑留期間 平成１８年１０月 ５日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

芸濃町  柴系  茶  メス  中  不明  赤い首輪  
鎖付  

２  

 
 

住吉町  ビ ー グ

ル  
茶白  オス  中  不明   

 
３ 公示期間 平成１８年１０月４日から平成１８年１０月５日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第１３３号 

三重短期大学生活科学科助手を次のとおり募集します。 

平成１８年１０月４日 

津市長  松 田 直 久 

 

１ 採用職名 

 助手 

２ 担当科目 

 給食管理実習、調理学実習、臨床栄養学実習、郊外実習指導、栄養教育論実習など

の栄養士養成課程の実習科目等 

３ 採用人員 

 １人 

４ 応募資格 

 次の各号のいずれもの条件を満たす者 

（１）管理栄養士の資格を有する者                    

（２）修士以上の学位を有する者又は着任時までに取得予定の者 

（３）着任時３０歳以下の者  

５ 採用予定日 

 平成１９年４月１日 

６ 給与 

  津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより支給する。 

７ 応募締切 

 平成１８年１２月１日（金）（午後５時までに必着のこと。） 

８ 面接日   

平成１９年１月１３日（土）（面接予定者には平成１８年１２月２１日（木）又は

２２日(金)に連絡する。） 

10 提出書類 

（１）応募書類一覧表 

（２）履歴書（写真をはり付けし、連絡先を明記すること。） 

（３）教育研究業績一覧表（様式は本学ホームページを参照のこと。） 

（４）教育研究業績の概要（1,000字程度） 

（５）主な著書、論文等の別刷り、又はその写し 

（６）教育・研究に関する抱負（1,000字程度） 

（７）管理栄養士登録証の写し 

＊推薦状がある場合は添付すること。 



＊面接を受ける者は、面接時に最終学歴を証明する書類及び健康診断書を提 

出すること。 

＊上記（３）の記入様式は、大学ホームページhttp://www.tsu-cc.ac.jpを参照する

こと。   

11 選考方法  

本学教授会において、審議の上決定する。 

12 その他 

 採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

 

書類提出先 〒514-0112 

    三重県津市一身田中野157番地 

     三重短期大学学長宛 

（封筒の表に、「生活科学科助手応募書類在中」と朱書きすること。） 

問い合わせ先 三重短期大学事務局大学総務担当 

         電話 059-232-2341 ＦＡＸ 059-232-9647 

E-mail 232-2341@city.tsu.lg.jp 

         （ただし,問い合わせは原則としてＦＡＸ又はＥ-mailで行うこと） 

 

 



津市公告第１３４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年１０月５日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年１０月２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市野田字高栗１１５１、１１５２－２の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市久居北口町２３－６ サン・コーポラス北口１棟１０４ 

  伊東 正典 

   



津市公告第１３５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年１０月５日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年１０月２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市大里睦合町字東豊久野２５８０－７ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市一身田平野６２２－３１ 

  寺本 衞 

   



津市公告第１３６号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年１０月６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年１０月 ５日  
２ 抑留期間 平成１８年１０月１１日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

美杉町  雑種  黒白  メス  中  不明  布の首輪  

 

２  

 
 

美杉町  雑種  黒  オス  小  不明  子犬  

 
３ 公示期間 平成１８年１０月６日から平成１８年１０月１１日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
津市公告第１３７号 

     農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定 
    により、次のように津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規 
    定により公告する。 
      平成１８年１０月１０日 
 
                         津市長 松 田 直 久 
 
    （ 「次のように」は省略し、その関係書類を津市農林水産部農林水産課に備え 
    置いて縦覧に供する。 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



津市公告第１３８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年１０月１２日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年１０月１０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市一身田上津部田字ソノ坪１５０３－２ほか６筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市末広町一丁目２４６－４ 

  稲葉不動産 稲葉 米 

   



津市公告第１３９号  
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路の位置について指定したので、津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年

津市規則第１９９号）第１３条第２項の規定により次のとおり公告する。  
  平成１８年１０月１３日  

 
                      津市長 松 田 直 久  

 
 指定道路  
１ 幅員 ５．０メートル  
２ 延長 ４９．１メートル  
３ 地名地番 津市藤方字若松２４７６番４の一部  



津市公告第１４０号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年１０月１７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年１０月１３日  
２ 抑留期間 平成１８年１０月１８日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

河芸町  
東千里  

雑種  黒白  オス  中  不明  黒の首輪  

 

 
３ 公示期間 平成１８年１０月１７日から平成１８年１０月１８日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第１４１号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年１０月１７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年１０月１６日  
２ 抑留期間 平成１８年１０月１９日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  

 
 

白山町  
川口  

雑種  茶  メス  中  不明  赤い首輪  

 

２  

 
 

河芸町  
  一色  

ラ ブ ラ ド

ー ル レ ト

リバー  

黒  オス  大  不明  赤 い ハ ー ネ

ス  

 
３ 公示期間 平成１８年１０月１７日から平成１８年１０月１９日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。  
  平成１８年１０月５日  

 
                津市教育委員会委員長 佐々木 典夫  

 
津市教育委員会規則第４５号  
   津市教育委員会会議規則の一部を改正する規則  
 津市教育委員会会議規則（平成１８年津市教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。  
 第１６条の見出しを「（会議の公開等）」に改め、同条を同条第２項とし、

同項の前に次の１項を加える。  
  会議は、公開とする。ただし、次に掲げる事件について、委員長又は委員

の発議により、出席委員の３分の２以上の多数で議決したときは、これを公

開しないことができる。  
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関する事件  
(2) 議会の議案等に関する事件  
(3) 個人の権利利益を害するおそれのある事件  
(4) その他公開することが不適当であると認められる事件  

   附 則  
 この規則は、公布の日から施行する。  



津市教育委員会告示第１２号 
 教育委員会を次のとおり招集する。 
  平成１８年１０月４日 
 
 
       津市教育委員会 
                            委員長 佐々木 典夫 
 
 
１ 招集の日時 平成１８年１０月５日（木）午後２時から 
２ 招集の場所 教育委員会室 
３ 会議の事件 津市教育委員会会議規則の一部の改正について 



津市選挙管理委員会告示第８１号  
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条第１項において準用する公職

選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規定により平成１８年

９月１日現在にて調製した三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧に関

し、次のとおり定めたので漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条第１

項において準用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第２項

の規定により告示する。  
  平成１８年１０月１２日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 縦 覧 の 場 所   津市選挙管理委員会事務局  

 
 ２ 縦覧に供する期間   平成１８年１０月２０日から１１月３日まで  
             （毎日午前８時３０分から午後５時まで）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第８２号  
 検察審査会法（昭和２３年法律第１４７号）第１０条第１項の規定により、

検察審査員候補者を選定するためのくじを行う場所及び日時を次のとおり定め

たので、同法第１０条第３項の規定により告示する。  
  平成１８年１０月１２日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ く じ の 場 所   津市選挙管理委員会事務局  

 
 ２ く じ の 日 時   平成１８年１１月８日 午前９時３０分  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第８３号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。  
  平成１８年１０月１２日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 抹 消 者 数 
              男       女       計  
             １４人     １０人      ２４人  

 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管  

 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年１０月１１日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第８４号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１の規定により、次

の者を在外選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。  
  平成１８年１０月１２日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 抹 消 者 数 
              男       女       計  
              ０人      １人      １人  

 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管  

 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年１０月１１日  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市消防本部訓令第１３号 

消防本部 

津市消防署の組織に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成１８年９月２９日 

 

津市消防長 野 田 重 門   

 

   津市消防署の組織に関する訓令の一部を改正する訓令 

津市消防署の組織に関する訓令（平成１８年津市消防本部訓令第１号）の一

部を次のように改正する。 

 第１条中「第１１条第２項」を「第１０条第２項」に改める。 

 別表第１津市久居消防署の項中「久居藤ケ丘町」を「久居藤ヶ丘町」に改め、

「久居射場町」の次に「、青葉台一丁目、青葉台二丁目」を加える。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 



津市工業用水道事業給水条例施行規程をここに公布する。 

  平成１８年９月２９日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次   

 

津市水道事業管理規程第１５号 

   津市工業用水道事業給水条例施行規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、津市工業用水道事業給水条例（平成１８年津市条例第３ 

１２号。以下｢条例｣という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給水又は基本使用水量の変更の申込み） 

第２条 条例第４条の規定による給水の申込み又は条例第６条第１項の規定に

おいて準用する条例第４条の規定による基本使用水量の変更の申込みは、工

業用水給水（基本使用水量変更）申込書（第１号様式）により行うものとす

る。 

（給水又は基本使用水量の変更の承認の通知） 

第３条 条例第５条第２項の規定による給水の承認の通知又は条例第６条第１

項の規定において準用する条例第５条第２項の規定による基本使用水量の変

更の承認の通知は、工業用水給水（基本使用水量変更）承認通知書（第２号

様式）により行うものとする。 

（氏名等の変更の届出） 

第４条 条例第７条の規定による使用者の氏名若しくは名称、代表者の氏名又

は住所若しくは所在地に変更があったときの届出は、氏名等変更届（第３号

様式）により行うものとする。 

（権利又は義務の譲渡） 

第５条 条例第８条第１項の規定により権利又は義務の譲渡について承認を受

けようとする者は、権利又は義務の譲渡承認申請書（第４号様式）を管理者

に提出しなければならない。 

２ 管理者は、権利又は義務の譲渡承認申請書が提出されたときは、その内容

を審査し、承認したときは、権利又は義務の譲渡承認通知書（第５号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により権利又は義務の譲渡について承認を受けた者及びその権

利又は義務を譲り受けた者は、条例第４条の規定による給水の申込みをし、

管理者の承認を受けなければならない。 

（地位の承継の届出） 



第６条 条例第８条第２項の規定による使用者の地位を承継した旨の届出は、

使用者地位承継届（第６号様式）により行うものとする。 

（受水施設工事の委託の申請） 

第７条 条例第１１条第２項の規定により受水施設の工事の設計及び施行を管

理者に委託しようとする者は、受水施設工事設計施行委託申請書（第７号様

式）を管理者に提出しなければならない。 

（量水装置の移転） 

第８条 量水装置の移転の請求をしようとする者は、量水装置移転工事施行請

求書（第８号様式）を管理者に提出しなければならない。 

（量水装置の機能検査） 

第９条 条例第１４条の規定による量水装置の機能検査の請求は、量水装置機

能検査請求書（第９号様式）により行うものとする。 

（工事費用の算出） 

第１０条 条例第１６条第２項に規定する工事費用の算出は、次の各号に掲げ

る費用の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 工事費 管理者の積算基準 

⑵ 事務費 工事設計金額の６パーセント以内（１，０００円未満の端数を

生じたときは、これを切り捨てる。） 

⑶ 前２号に掲げる費用以外に必要な特別の費用 その実費 

（給水の制限又は停止の場合の料金の減額） 

第１１条 条例第１８条の規定により給水を制限し、又は停止した場合は、条

例第２８条の規定により、その給水の制限又は停止した期間に応じて管理者

が決定した水量に１立方メートルにつき６３円を乗じて得た額を基本料金か

ら減ずることができる。 

（給水の制限又は停止の通知） 

第１２条 条例第１８条第２項の規定による給水の制限若しくは停止又は条例

第２９条の規定による給水の停止の通知は、工業用水給水制限（停止）通知

書（第１０号様式）により行うものとする。 

（改善等の指示） 

第１３条 条例第１９条第２項の規定による工業用水の適正使用に関する改善

等の措置の指示は、改善等指示書（第１１号様式）により行うものとする。 

２ 使用者は、改善等指示書により指示された事項に関し改善等を行ったとき

は、速やかに改善等結果報告書（第１２号様式）を管理者に提出しなければ

ならない。 

（使用の開始の届出） 



第１４条 条例第２２条の規定による工業用水の使用の開始の届出は、工業用

水の使用を開始しようとする日の１０日前までに、工業用水使用開始届（第

１３号様式）により行うものとする。 

（使用の廃止の申請） 

第１５条 条例第２３条第１項の規定による工業用水の使用の廃止の申請は、

工業用水の使用を廃止しようとする日の３月前までに、工業用水使用廃止承

認申請書（第１４号様式）により行うものとする。 

２ 管理者は、工業用水使用廃止承認申請書が提出されたときは、その内容を

審査し、承認したときは、工業用水使用廃止承認通知書（第１５号様式）に

より、申請者に通知するものとする。 

（メーターの検針の定例日等） 

第１６条 条例第２４条第１項に規定するメーターの検針の定例日は、毎月１

０日とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該定例日以外の日

にメーターを検針することができる。 

２ 条例第２４条第３項の規定による超過使用水量の算定又は認定をしたとき

の通知は、超過使用水量算定（認定）通知書（第１６号様式）により行うも

のとする。 

（料金の納入期限） 

第１７条 条例第２７条の管理者の定める納入期限は、メーターを検針した日

の属する月の２８日とする。ただし、当該納入期限の日が日曜日、土曜日又

は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は当該

休日でない日を納入期限とする。 

（立入検査の身分証明書） 

第１８条 条例第３０条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（第１７号

様式）とする。 

（委任） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この規程の施行前に安濃町専用水道供給条例施行規則（昭和４９年安濃町

規則第６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 



第１号様式（第２条関係） 

（表） 

工業用水給水（基本使用水量変更）申込書 

年  月  日   

（あて先）津市水道事業管理者 

（〒       ）      

住 所                

申込者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

工 業 用 水 の 給 水 を 受 け た い

基本使用水量の変更をしたい
ので、次のとおり申し込みます。 

 

名 称  
工 場 

所 在 地  

給水開始予定年月日

又は変更予定年月日 
   年   月   日 

基 本 使 用 水 量 
㎥／月 

（             ㎥／月）

用 途 冷

ボ

洗

イラー用   ㎥／日  原料用   ㎥／日

却用     ㎥／日    用   ㎥／日

浄用     ㎥／日    用   ㎥／日

申 込 （ 変 更 ） 理 由 
 

貯 水 槽 設 置 の 有 無 
設

設

置する（容量              ）

置しない（理由             ）

備考 

  １ 基本使用水量の変更の申込みの場合は、基本使用水量の欄に変更後 

   の水量を記入し、（ ）内に変更前の現に決定されている水量を記入 

すること。 

  ２ 基本使用水量の変更の申込みの場合は、裏面の業務概要の記載を省 

略することができます。 



（裏） 

業務概要 

 

１ 工事用水使用現況 

自 家 用 水 買 水 
主 要 製

品名 
区 分 

地 表 水 地 下 水 上 水 道
工

道

合業用水

 

計

 
使

（
 

用水量 

㎥／日） 
    

 
用

（
 

水単価 

㎥／日） 
    

 

２ 工業用水需要計画 

区 分 現  年 度 年 度  年 度  年 度  年 度

年 間 出 荷 額 

（千円） 
     

従 業 員 数 

（人） 
     

工 業 面 積 

（㎡） 
     

自家用水 

（㎥／日） 
     

上水道 

（㎥／日） 
     

工業用水道 

（㎥／日） 
     

需
要
量
の
内
訳 

給 水 開 始 期

日 
     

合 計 

（㎥／日） 
     

伸 率 

（％） 
１００     

 



第２号様式（第３条関係） 

工業用水給水（基本使用水量変更）承認通知書 

 

津市指令（記号番号）   

  年  月  日   

 

  （氏   名） 様 

 

津市水道事業管理者 （氏   名） 印    

 

 

    年  月  日付けで申込みのあった
工 業 用 水 の 給 水

基本使用水量の変更
につ 

 いて、次のとおり承認したので通知します。 

 

名 称  
工 場 

所 在 地  

基本使用水量 
㎥／月 

（             ㎥／月）

給水開始（変

更）年月日 
   年   月   日 

承 認 条 件 等 

 

 

 

 

 

備考 

  基本使用水量の変更の承認の場合は、基本使用水量の欄に変更後の基本 

使用水量を記入し、( )内に変更前の現に決定されている基本使用水量を 

記入してあります。 



第３号様式（第４条関係） 

氏名等変更届 

 

年  月  日   

 

  （あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

届出者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話                

 

氏 名

名 称

代 表 者 の 氏 名

代 表 者 の 住 所

所 在 地

を変更したので、次のとおり届け出ます。 

 

 
変 更 前 

 

変 更 後 
 

 

変 更 内 容 

変更年月日    年   月   日 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

権利又は義務の譲渡承認申請書 

 

年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

申請者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

工業用水道の使用者の権利又は義務を譲渡したいので、次のとおり申請 

します。 

 

名 称  
譲 渡 予 定 工 場 

所 在 地  

名 称  
譲 受 人 

所 在 地 ㊞

譲 渡 予 定 年 月 日    年   月   日 

譲渡の理由及び条件 

 

 

 

 

譲 渡 基 本 使 用 水 量 
㎥／月 

（             ㎥／月）

そ の 他 
 

 

備考 

  譲渡前の基本使用水量を譲渡基本使用水量の欄の（ ）に記入すること。 



第５号様式（第５条関係） 

権利又は義務の譲渡承認通知書 

 

津市指令（記号番号）   

  年  月  日   

 

  （氏   名） 様 

 

津市水道事業管理者 （氏   名） 印    

 

      年  月  日付けで申請のありました権利又は義務の譲渡に 

ついて、次のとおり承認したので通知します。 

 

名 称  
譲 渡 予 定 工 場 

所 在 地  

名 称  
譲 受 人 

所 在 地

譲 渡 予 定 年 月 日    年   月   日 

譲渡の理由及び条件 

 

 

 

 

 

譲 渡 基 本 使 用 水 量 
㎥／月 

（             ㎥／月）

承 認 条 件 等 

 

 

 

 

 

備考 

  譲渡基本使用水量の欄の（ ）には、譲渡前の基本使用水量を記入して 

あります。 



第６号様式（第６条関係） 

使用者地位承継届 

 

年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

届出者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

工業用水道の使用者の地位を承継したので、次のとおり届け出ます。 

 

名 称  
承 継 し た 工 場 

所 在 地  

承 継 年 月 日    年   月   日 

承 継 の 理 由 

 

 

 

 

 

承継した基本使用水量 ㎥／月 

住 所 又 は 所 在 地  

氏 名 又 は 名 称  

前
使
用
者 代 表 者 氏 名  

備考 

  承継の事実を証する書類（写しでも可）を添付すること。 



第７号様式（第７条関係） 

受水施設工事設計施行委託申請書 

 

  年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

申請者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

受水施設工事の設計及び施行を委託したいので、次のとおり申請します。 

 

名 称  
工 場 

所 在 地  

受 水 施 設 工 事 場 所  

受水施設の概要

 

 

 

 

 

完成希望年月日    年   月   日 

工事につ

いての希

望事項 

そ の 他

 

 

 

備考 

  １ 受水施設設置予定地点の見取図を添付すること。 

  ２ 工事に要する費用は、申請者の負担とします。 



第８号様式（第８条関係） 

量水装置移転工事施行請求書 

 

年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

請求者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

  次のとおり量水装置の移転工事の施行を請求します。 

 

移転工事希望年月日    年   月   日 

製 作 会 社 名  

製 造 番 号  
量水

装置 
名称及び規格  

移 転 理 由 

 

 

 

 

 

移転工事施行に対し

ての要望事項 

 

 

 

 

 

備考 

１ 現在の設置場所及び移転場所の分かる見取図を添付すること。 

２ 工事に要する費用は、請求者の負担とします。 



第９号様式（第９条関係） 

量水装置機能検査請求書 

 

年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

請求者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

  次のとおり量水装置の機能検査を請求します。 

 

設 置 場 所  

検査の内容 

 

 

 

 

請 求 理 由  

 

 

 

 

備考  

設置場所の分かる見取図を添付すること。 



第１０号様式（第１２条関係） 

工業用水給水制限（停止）通知書 

 

津市指令（記号番号）   

  年  月  日   

 

  （氏   名） 様 

 

津市水道事業管理者 （氏   名） 印    

 

次のとおり給水を 
制限

停止 
しますので通知します。 

 

午前 午前 
制限（停止）日時 年 月 日

午後
時 分から 年 月 日 

午後 
時 分まで

㎥／時間 
制限（停止）水量 

㎥／日 

制 限 率 ％

制限（停止）理由 

 

 

 

 

 

そ の 他  

 

 

備考 

制限・停止水量及び制限率は、小数点以下２位未満の端数を切り捨てて 

あります。 



第１１号様式（第１３条関係） 

改善等指示書 

 

津市指令（記号番号）   

  年  月  日   

 

  （氏   名） 様 

 

津市水道事業管理者 （氏   名） 印    

 

工業用水の適正使用について、次のとおり指示します。 

なお、改善等結果報告書を速やかに提出してください。 

 

名 称  
工 場 

所 在 地  

指 示 内 容  

 

 

 

 

指 示 理 由  

 

 

 

 

改 善 等 期 限    年   月   日まで 

 



第１２号様式（第１３条関係） 

改善等結果報告書 

 

年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

報告者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

      年  月  日付け（記号番号）で指示のありましたことにつ 

いて、次のとおり改善等を行いましたので、報告します。 

 

名 称  
工 場 

所 在 地  

改 善 内 容  

 

 

 

 

改善完了年月日    年   月   日 

備考 

改善等の内容が分かる図面、写真等を添付すること。 



第１３号様式（第１４条関係） 

工業用水使用開始届 

 

年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

届出者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

  工業用水の使用を開始したいので、次のとおり届け出ます。 

 

名 称  
工 場 

所 在 地  

使用開始年月日    年   月   日 

基 本 使 用 水 量 ㎥／月 

備考 

  工業用水の使用を開始しようとする日の１０日前までに提出すること。 



第１４号様式（第１５条関係） 

工業用水使用廃止承認申請書 

 

年  月  日   

 

（あて先）津市水道事業管理者 

 

（〒       ）      

住 所                

申請者 氏 名            ㊞   

法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

 

電 話                

 

  工業用水の使用を廃止したいので、次のとおり申請します。 

 

名 称  廃 止 す

る工場 所 在 地  

廃 止 年 月 日    年   月   日 

基 本 使 用 水 量 ㎥／月 

廃 止 す る 理 由

 

 

 

 

 

備考 

工業用水の使用を廃止しようとする日の３月前までに提出すること。 



第１５号様式（第１５条関係） 

工業用水使用廃止承認通知書 

 

津市指令（記号番号）   

  年  月  日   

 

  （氏   名） 様 

 

津市水道事業管理者 （氏   名） 印    

 

      年  月  日付けで申請のあった工業用水の使用の廃止につ 

いて、次のとおり承認したので通知します。 

 

名 称  廃 止 す

る工場 所 在 地  

廃 止 年 月 日    年   月   日 

基 本 使 用 水 量 ㎥／月 

廃 止 条 件 等

 

 

 

 

 

 



第１６号様式（第１６条関係） 

超過使用水量算定（認定）通知書 

 

津市指令（記号番号）   

  年  月  日   

 

  （氏   名） 様 

 

津市水道事業管理者 （氏   名） 印    

 

次のとおり    年  月分の工業用水の超過使用水量を 
算定 

認定 
したの

で通知します。 

 

超 過 使 用 水 量 ㎥／月 

超 過 使 用 水 量 算 出 期 間 年  月  日から  年  月  日まで

基 本 使 用 水 量 ( A ) ㎥／月 

制限（停止）水量(B) ㎥／月 

参 

考 

使 用 水 量 ( A ) － ( B ) ㎥／月 

備 考 

 



第１７号様式（第１８条関係） 

（表） 

 （ 番 号 ） 

 

身分証明書 

 

 

所 属 

職 名 

氏 名 

           年  月  日生 

 

上記の者は、津市工業用水道事業給水条例第３０条第１項の規定により受

水施設、量水装置等の検査をすることができる職員であることを証明する。 

 

      年  月  日交付 

津市水道事業管理者 （氏   名） 印   

 

（裏） 

注 意 事 項 

 

１ 本証は、工場等に立ち入り、受水施設、量水施設等を検査するときは、

常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示すること。 

２ 本証は、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。 

３ 本証を損傷し、又は亡失したときは、直ちに届け出て、再交付を受ける

こと。 

４ 本証は、退職その他の理由により不要になったときは、直ちに返還する

こと。 

 

写 
 

真 



 津 市 水 道 事 業 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

    平 成 １ ８ 年 ９ 月 ２ ９ 日  

 

津 市 水 道 事 業 管 理 者  平  井  秀  次  

 

津 市 水 道 事 業 管 理 規 程 第 １ ６ 号  

   津 市 水 道 事 業 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 津 市 水 道 事 業 会 計 規 程（ 平 成 １ ８ 年 津 市 水 道 事 業 管 理 規 程 第 ８ 号 ）の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ 条 中 「 水 道 事 業 」 の 次 に 「 （ 工 業 用 水 道 事 業 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ) 」 を

加 え る 。  

附  則  

 こ の 規 程 は 、 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



津市水道局告示第１１号 
 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局指定給水装

置事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第 1 号の規定により

告示する。 
  平成１８年１０月３日 
 

津市水道事業管理者  平 井 秀 次 
 
 

名      称 所   在   地 指定年月日 
有限会社アーム産業 松阪市平成町２４番地１２ 平成１８年９月２６日  

大創設備 津市あのつ台三丁目１１番地５ 平成１８年９月１５日 
 



津市水道局告示第１２号 
 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局指定給水装

置事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第 1 号の規定により

告示する。 
  平成１８年１０月１３日 
 

津市水道事業管理者  平 井 秀 次 
 
 

名   称 所  在  地 指定年月日 
有限会社 栄建 津市分部２３８番地１ 平成 1８年１０月５日  

 




